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１ 請願・陳情の審査 

 （２）陳情第１２６号 臓器移植の環境整備を求める意見書の採択を求める

陳情 

資 料  臓器移植の現状と国の動向について 
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臓器移植の現状と国の動向について  

(３)提供・移植施設における課題への対応

厚生労働省科学研究費補助金による研究において、臓器の提供施設及び移植施設におけるそれぞれの課題

について対応を検討中（H29年度～H31年度）

4 直近の国の動向について （出典 厚生労働省「第１回疾病対策部会」(H30.1.17)資料抜粋)

平成９年１０月 臓器移植法施行

⇒ 脳死後の臓器提供が可能となる。

平成２０年５月 国際移植学会で「イスタンブール宣言」制定

趣旨：移植が必要な患者の命は自国で救える努力をすること。

平成２２年７月 改正臓器移植法の全面施行

⇒ 本人の意思が不明な場合であっても、家族の承諾で臓器提供が可能となる。

１ 臓器移植医療の経緯について

2 臓器移植法による臓器提供について

3 臓器提供者数・臓器移植希望者数について

臓器移植法による臓器提供

臓器移植希望登録者の推移（H26年～30年) (全国／各年末）

出典：（公社）日本臓器移植ネットワーク「臓器移植希望登録者数」

（神奈川県の状況）腎臓移植件数の推移(H26年～30年) （各年末）

出典：（公社）日本臓器移植ネットワーク「都道府県別腎臓提供件数・移植件数」

(１)普及啓発の取組

臓器移植法で定められている臓器提供は「脳死後の提供」と「心臓が停止した死後の提供」となっている。

出典：（公社）日本臓器移植ネットワーク資料「日本の移植事情」抜粋

(２)院内体制整備支援事業の実施

平成２５年度から（公社）日本臓器移植ネット

ワーク（ＪＯＴ）を通じ、臓器提供施設の院内

体制整備支援事業を実施

（支援内容）

各施設の状況に応じ、院内各種委員会の設置指導

やマニュアルの整備、研修会の開催等

臓器提供者数の推移(平成8年～平成30年) （全国）

脳 死（提供可能臓器）心臓、肺、肝臓、膵臓、腎臓、小腸、眼球（角膜）

心停止（提供可能臓器）膵臓、腎臓、眼球（角膜）

出典：厚生労働省「第１回疾病対策部会」資料抜粋 (平成30年は（公社）日本臓器移植ネットワークの公表数を追記）

平成２６年 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年
13,771 13,973 14,079 13,823 13,595

移植人数 2 6 7 3 12
995

平成２６年 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年
希望登録者数 930 958 996 1,025

提供可能な臓器

脳死後 心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓、小腸、眼球

心臓が停止した
死後

腎臓、膵臓、眼球

臓
器
提
供

脳死後の臓器提供

心臓が停止した死後の臓器提供

健康な人からの臓器の部分提供（生体移植）

提供施設の状況(出典：厚生労働省「第48回臓器移植委員会」資料

5類型施設：「「臓器の移植に関

する法律」の運用に関する指針」

に規定された５種類の施設（大学

附属病院、日本救急医学会指導医

指定施設、日本脳神経外科学会基

幹施設又は連携施設、救命救急セ

ンター、日本小児総合医療施設協

議会の会員施設）

H29.3.31現在

なお、日本移植学会によると、生体移植では肺、肝臓、腎臓、膵臓、

小腸の移植が一般的とされている。
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